
令和８年４月１日からの公の施設における指定管理者候補者の選定結果 

 

令和７年７月から 10 月にかけて、外部の有識者等で構成する羽曳野市指定管理者選定等委員会において審査・選定を行い、その結果をもとに

指定管理者候補者を決定しました。選定等委員会における選定結果は下記のとおりです。 

なお、指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があり、

令和７年 12 月市議会定例会の議決を経た後、指定しました。 

  

《非公募施設》 

施設名 候補者名 審査点数（100 点満点） 指定管理料提案額 指定期間 

市民会館 

古市集会所 
株式会社みのりの里 ６０．０点 １６，５８７，０００円 

令和８年４月１日から 

令和９年３月 31 日まで 

市民体育館 

市民体育館屋外テニスコート 
株式会社みのりの里 ６０．３点 ２０，３９３，０００円 

令和８年４月１日から 

令和９年３月 31 日まで 

グレープヒルスポーツ公園 

駒ヶ谷テニスコート 

羽曳野クリーン工房 SSK 共

同事業体 
７０．７点 １５，８８０，０００円 

令和８年４月１日から 

令和９年３月 31 日まで 

 

団体から提出された事業計画書等をもとに書類審査を行い、合格基準（委員全員の採点合計より算出した平均点が、総配点の６割以上、かつ

指定管理料の点数を除く合計点が配点合計の６割以上）を満たした団体を、候補者としました。 


